
趣
第
一号 山

山

山 口 県

山県山山山

報

○
規山山山山 毎

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
農

。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に

口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
規

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

口
県
規
則
第
三
十
三
号

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ

口
県
花
き
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
を
廃

営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例

口
県
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事

口
県
畜
産
試
験
場
乳
用
牛
等
育
成
管

口
県
林
業
指
導
セ
ン
タ
ー
研
修
規
則

規 目

次

則口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
規
則

口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を

口
県
農
業
試
験
場
分
析
依
頼
規
則
の

口
県
主
要
農
作
物
原
種
表
示
規
則
の

週
火
・
金
曜
日
発
行

林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
山
口
県

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
知

ー
規
則

止
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課
）
…
…
…

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

業
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す

理
施
設
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
畜
産

を
廃
止
す
る
規
則
（
森
林
企
画
課
）
…

則

（
農
林
水
産
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…

改
正
す
る
規
則
（
農
業
経
営
課
）
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課

成
十
九
年
山
口
県
条
例
第
五

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
（
以

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
六

る
規
則（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
七

振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ

の
内
容
を
審
査
の
上
、
使
用

口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ

証
書
の
写
し

２

条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ

口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

「
使
用
期
間
」
と
い
う
。
）

用
期
間
の
満
了
の
日
の
一
月

（
使
用
の
許
可
等
）

第
五
条

知
事
は
、
前
条
の
規

第
四
条

条
例
第
五
条
の
規
定

タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
（
別

に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
育

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一

申
請
に
係
る
乳
用
牛
等

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和

共
済
の
加
入
証
の
写
し

二

乳
用
牛
等
に
係
る
登
録

２

知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ

（
使
用
時
間
）

第
三
条

農
林
総
合
技
術
セ
ン

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す

使
用
時
間
（
宿
泊
す
る
場
合

２

知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ

る
。

（
使
用
の
許
可
等
の
申
請
）

下
「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ

る
。

（
使
用
日
）

第
二
条

農
林
総
合
技
術
セ
ン

う
。
）
の
育
成
管
理
施
設
（

月
四
日
か
ら
十
二
月
二
十
八

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

ー
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
の

又
は
変
更
を
許
可
す
る
か
ど
う
か

ー
使
用
許
可
申
請
書
又
は
山
口
県

る
許
可
を
受
け
た
事
項
の
変
更
の

ー
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
（

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が

の
延
長
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

定
に
よ
り
山
口
県
農
林
総
合
技
術

に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

記
第
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出

成
管
理
施
設
の
使
用
に
係
る
も
の

い
。

が
出
生
後
第
五
月
の
月
の
末
日
を

二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

又
は
登
記
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て

る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
使

タ
ー
の
施
設
（
育
成
管
理
施
設
を

る
。
た
だ
し
、
農
業
者
研
修
教
育

に
限
る
。
）
は
、
午
前
零
時
か
ら

る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
使

ー
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
つ
い

タ
ー
の
施
設
（
乳
用
牛
及
び
肉

以
下
「
育
成
管
理
施
設
」
と
い
う

日
ま
で
の
日
（
日
曜
日
、
土
曜
日

七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

の
決
定
を
し
、
そ
の
結
果
を
当
該

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
許
可
事

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
記
第
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提

育
成
管
理
施
設
の
使
用
期
間
（
以

、
当
該
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該

。セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
又
は

者
は
、
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書

経
過
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

第
八
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
家

は
、
当
該
登
録
又
は
登
記
に
関
す

用
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る

除
く
。
）
の
使
用
時
間
は
、
午
前

施
設
及
び
森
林
・
林
業
研
修
施
設

午
後
十
二
時
ま
で
と
す
る
。

用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

用
牛
（
以
下
「
乳
用
牛
等
」
と

。
）
を
除
く
。
）
の
使
用
日
は
、

及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

除
く
。
）
と
す
る
。

そ山項 山出下使山 ン合類、畜る 。九のき すい一律

規

則



一 育
第
九か

（
遵

第
十るば

山 口

２
け

（
使

第
八る一二三

県 報

二三四
（
育

第
七るす 変

（
使

第
六合は一

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
の
施

を
し
な
い
こ
と
。

き
。

成
管
理
施
設
か
ら
の
退
牧
）

条

第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、

ら
退
牧
さ
せ
る
場
合
に
準
用
す
る

守
事
項
）

条

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
を

事
項
を
遵
守
し
、
農
林
総
合
技
術

な
ら
な
い
。

乳
用
牛
等
の
育
成
管
理
施
設
へ
の

れ
ば
な
ら
な
い
。

用
期
間
の
満
了
前
の
退
牧
）

条

知
事
は
、
育
成
管
理
施
設
に

と
き
は
、
使
用
期
間
の
満
了
前
に

出
産
五
月
前
に
達
し
た
と
き
。

著
し
く
健
康
を
害
し
、
治

す

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ

合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

前
号
の
市
町
に
準
ず
る
市
町
の

前
二
号
の
市
町
以
外
の
市
町
の

前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

成
管
理
施
設
へ
の
入
牧
）

条

育
成
管
理
施
設
の
使
用
に
つ

乳
用
牛
等
を
育
成
管
理
施
設
に
入

る
書
面
を
係
員
に
提
示
し
な
け
れ

更
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に

用
の
許
可
の
順
序
）

条

知
事
は
、
育
成
管
理
施
設
の

に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
乳

、
次
の
順
序
に
よ
り
、
当
該
許
可

酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
酪
農

市
町
の
区
域
内
の
農
業
者
等
（
自

設
若
し
く
は
設
備
を
損
傷
し
、

育
成
管
理
施
設
に
入
牧
し
て
い

。使
用
す
る
者
（
以
下
「
使
用
者

セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
に
沿

入
牧
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期

入
牧
し
て
い
る
乳
用
牛
等
が
次

こ
れ
を
育
成
管
理
施
設
か
ら
退

る
見
込
み
が
な
い
と
き
。

か
、
育
成
管
理
施
設
の
管
理
上
支

区
域
内
の
農
業
者
等

区
域
内
の
農
業
者
等

い
て
条
例
第
五
条
の
許
可
を
受

牧
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

ば
な
ら
な
い
。

対
し
て
通
知
す
る
。

使
用
に
つ
い
て
条
例
第
五
条
前

用
牛
等
の
頭
数
が
育
成
管
理
施

を
す
る
も
の
と
す
る
。

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九

及
び
肉
用
牛
生
産
の
近
代
化
を

ら
乳
用
牛
等
を
継
続
し
て
飼
養

又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

る
乳
用
牛
等
を
育
成
管
理
施
設

」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ

っ
て
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ

日
及
び
場
所
に
お
い
て
行
わ
な

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

牧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

け
た
者
は
、
同
条
の
許
可
に
係

当
該
許
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

段
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場

設
の
収
容
能
力
を
超
え
る
と
き

年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
二

図
る
た
め
の
計
画
を
作
成
し
た

し
て
い
る
者
及
び
農
業
協
同
組

等
育
成
管
理
施
設
規
則
（
平

る
書
類
は
、
こ
の
規
則
の
相

第
十
二
条

こ
の
規
則
に
定
め

事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現

則
（
平
成
十
九
年
山
口
県
規

二

他
の
使
用
者
に
迷
惑
を

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の

る
と
認
め
て
定
め
た
事
項

（
書
類
の
経
由
）

第
十
一
条

第
四
条
の
規
定
に

も
の
に
限
る
。
）
は
、
当
該

し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
そ
の
他
）

成
十
三
年
山
口
県
規
則
第
三
十
三

当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の

る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
総
合
技
術

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

に
山
口
県
畜
産
試
験
場
乳
用
牛
等

則
第
四
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
廃

及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

の
ほ
か
、
知
事
が
農
林
総
合
技
術

よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
（
育

書
類
を
提
出
す
る
者
の
住
所
地
を

な
い
。

号
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て

と
み
な
す
。

セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
つ
い
て
必
要

育
成
管
理
施
設
規
則
を
廃
止
す
る

止
前
の
山
口
県
畜
産
試
験
場
乳
用

セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
た
め
必
要
が

成
管
理
施
設
の
使
用
の
許
可
に
係

所
管
す
る
農
林
事
務
所
の
長
を
経

二

い な規牛 ある由



考
備 注

山 口 県 報

技す 使 １
第

記
別

農

氏
び
及

所
住

の
者

請
申

１
を

名
氏

の
者

表
代

、
は

名

欄
印

※
２

と
こ
る

す
入

記

用
と

こ
い

な
し

入
記

、
は

工
本

日
、

は
さ

き
大

の
紙

の
そ

支
別

特

規
業

参
他

の
そ

料
用

使
※

ち
う

用
使

項
事

き
べ

る
な
と

考

等
中

区

的
目

の
用

使

間
期

等
高

訳
内

者
用

使

教

合
総

林
農

り
お

と
の

記
下

例
条

ー
タ

ン
セ

術

セ
術

技

定
規

の
条

５
第

設
施
る

と
う
よ

し
用

称
名

式
様

号
）

１
の

そ

育
教

修
研

者
業

関
条

４
第

県
口

山

・
林

森
は

又
設

施様
事

知
県

口
山

林
農

の
そ

、
は

て
っ

あ
に

人
法格 。 。

務
事

る
た

主

の
校

学
援

。
る
す

と
４

列

人
者

の
他

人
徒

生

）
者
の

満
未

歳

日
月

年
か
時

日
月

年

）
人

徒
生

の
校

学
育

男
分

ま
時人

徒
生

の
校

学

人

氏 住
者

請
申

許
の

用
使

の
ー

タ
ン

話
電

請
申

り
よ

に

た
け

受
を

可

研
業

林

）
係

記

。
す

ま
し

技
合

総

）
合

場
の

設
施

修

申
可

許
用

使
ー

タ
ン

セ
術

番
便

郵

称
名

に
び
並
地
在

所
の

所

人
人

人
人

び
及

）
人 人

計
女

日
泊

で ら

円

）
人 人

人

人

山
、

で
の

い

）
番

局

名 所

月
年

書
請

合
総
林
農

県
口

号

日

４
、
欄
」
種
品

備
。
と
こ
む
囲

で
」
別

性日
、

は
さ
き
大
の
紙

用
考

去
・

雄
ホ
・
褐

工
本

る
係
に
請

申
１
類
書
付
添

法
償
補

出
が
等

牛
用

乳
和
昭

第
律

法
年

録
登
る
係
に
等
牛
用

乳
２

住
の
者
請
申

１
注
し

は
又

氏
の
者
表

代
名
氏

び
及

所

２
る
す
入

記
を
名
の
欄
」
種
品

イ
タ
ス
ル
ホ
は

と
と
」

黒

３
い
を
種

ン
の
欄
」
別
性

無
・
黒

去
ホ
・
褐

と
」
去

去
・
雄
・
雌

ホ
・
褐

・

雄
・
雌

ホ
・
褐

・
無
・
黒

去
・

雄
・
雌

ホ
・
褐

・
無
・
黒

去
・・

雌
・
無
・
黒

合
総

林
農
り
お

と
の
記
下

第
例
条
ー

タ
ン
セ
術

技

技の
条
５別
性

号
番

別
識
体

個
種

品

・
雄
・
雌

・
無
・
黒

生

式
様
号

１
第

）
２
の
そ

４
第

）
合
場
の
設

施
理
管
成

育

様
事

知
県
口
山

県
口

山

、
欄

斑
び
及
欄
」

紋

格
規
業

望
希
付
種

。
る
す
と
４

列

５
第

後
生

日
年
日

白
黒 ・

し
過
経
を
日
末
の
月
の

月
第
）

号
畜

家
の

号
３

第
項

１
第

条
っ
あ

に
合

場
た

し
を

記
登

あ
に
人
法
、
は

当
、
は
て

と
こ

た
主
の
そ
、
は
て
っ

、
種
和
毛
黒
は
。

は
。

う
和

角
無

は
と

」
無

等
牛
用
乳
た
れ

さ
勢
去
、

日
白

黒

う
い
を

日
年
日

年

白
黒 ・ 黒
白

日
年
日

年

白
黒 ・ 黒
白白

日
年
日

年

白
黒 ・ 黒
白

年
黒

氏

許
の

用
使
の

ー
タ
ン
セ

術

関
、
り

よ
に
定

規

受
を

可

記

え
添

を
類
書

係

斑
日

月
年

加
の

共
畜

家

母 統
父 血

紋
期

効
有

入

年
日

年
・ 黒
白

術
技

合
総
林

農

）
係
関

条

請
申

郵 許
用
使

ー
タ

ン
セ

住
者

す
当
該

、
は
欄
」
分
区
の

で
ま 月
ら
か

○
を
の
も
る 精

受
で

ま
日
月

年
ら

か
日

て

い
な
し

望
希

・
植

移
卵

、
は
て
っ

あ
に
合
場
る
い

証
入
加
の

済
共

害
災
業

農

記
登
は
又
録
登
該

し
写
の

事
る

写
の
書
証
る
す
関
に

名
に
び
並
地

在
所
の
所
務

、
種

び
及

称

、
種
和

毛
褐

は
と

」
褐

望
希

で
ま
日

で
ま。

」
ホ

年

で
ま 月
ら
か 月

い
な
し

人

で
ま
日
月

年
ら

か
日
月

・
植

移
卵
精
受

・
精
授
工

ま 月
ら
か 月

い
な

し
望

希

ま
日
月

年
ら

か
日
月

年

で
移
卵
精
受

・
精
授
工
人

で

ら
か 月

い
な
し
望
希

・
植

月
年

ら
か
日
月

年

で
ま 月

精
受

・
精
授

工
人

で
ま
日

月
い

な
し
望
希

・
植

移
卵

・
精
授
工
人

月
年 の

い
た

け

）
番

局
話

電

名

て

合
総

林
農

県
口

山
、
で

。
す
ま

し
請

申

用
使

る
す

望
希

間 の
証
済

月
分

区
の
望
希
付
種

間
期月

年
ら

か
日
月

年

月
ら
か

植
移
卵
精
受

・
精

授
工

人
・

号
番
便

日
月

年

書
請

申
可

所



考
備

者

注

２ １ 付
添

山 口 県 報

請 い ２
第

係
に

可
許

の
前

更
変 類

書

合
場

た
し

付

、
後
請

申
る

変

家
該
当

、
は

て
っ

あ
に

請
申

る
係

に
可

許
の

前
更

及
所
住

の
者

請
申 類

に
書

名
氏

の

人
法
、

は
名

氏
び

紙
用

。
と

こ
る

す
入

記
を

業
工
本

日
、

は
さ

き
大

の

変

容
内

の
更

変

前
更
変

規

他
の

そ

由
理

の
更

変

後
更項

事
き
べ

る
な
と

考
参

合
総

林
農

り
お

と
の

記
下

農
県

口
山

、
で

の

セ
術

技

。
す

ま
し

セ
術

技
合

総
林

号
番

び
及

日
月

年
の

可
許

式
様

号

農
県

口
山

）
係

関
条

４
第

様
事

知
県

口
山

合
総

林

補
害

災
業

農
を

等
牛

用
乳

第
法

償

写
の
証

入
加

の
済

共
畜

条

更
変
に

類
書

た
し

付
添

し

て
っ

あ
に

に
合
場

る
あ

が

所
務

事
る

た
主

の
そ

、
は

格

の

。
る

す
と

４
列

に
可

許
の

用
使

の
ー

タ
ン

５
第

例
条

ー
タ

ン

事
る

係

記

よ
に

定
規

の
条

令
指

日
月

年

項
事

可
許

ー
タ

ン
セ

術
技

住
者

請
申

番
便

郵

許
更

変氏

話
電

共
畜

家
の
号
３
第

項
１

第

変
該
当
、
は

て
っ
あ

に
済

に
び
並

地
在

所

書
の
後
更

表
代
び
及
称
名

け
受
を

可
許

の
更

変
の

項

え
添

を
類

書
係

関
、

り

た申
て号

第

名 所 号

日
月

年 書
請

申
可

）
番

局

第
二
十
条
に
次
の
た
だ
し
書

証
明
書
）

三

最
終
学
校
の
卒
業
証
明

第
九
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
条
中
「
前
条
第
一
項
」

第
十
一
条
第
二
項
中
「
、
職

第
十
二
条
第
二
項
中
「
（
研

科
の
学
生
に
あ
つ
て
は
、
六
月

第
十
五
条
中
「
一
に
」
を
「

て
は
、
一
年
）
」
を
削
り
、
同

（
在
学
期
間
）

第
二
条
の
二

在
学
期
間
は
、

算
入
し
な
い
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
授

科
目
及
び
履
修
時
間
数
」
を
「

第
六
条
中
「
養
成
課
程
の
課

に
改
め
る
。

二

最
終
学
校
の
調
査
書
（

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則

正
す
る
。

目
次
を
削
る
。

「
第
一
章

総
則
」
及
び
「

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
学

条
第
二
項
中
「
養
成
課
程
に
お

る
も
の
（
以
下
「
学
生
」
と
い

三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
規
則
第
三
十
四
号

山
口
県
立
農
業
大
学
校

を
加
え
る
。

書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書

を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

業
」
を
削
る
。

究
科
の
学
生
に
あ
つ
て
は
、
三
月

以
内
）
」
を
削
る
。

い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第

条
第
二
号
中
「
（
研
究
科
の
学
生

四
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

業
科
目
及
び
授
業
時
数
）
」
に
改

授
業
科
目
及
び
授
業
時
数
」
に
改

程
を
修
め
る
た
め
」
を
削
り
、
同

調
査
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第

第
二
章

養
成
課
程
」
を
削
る
。

科
の
専
攻
及
び
学
生
の
定
員
）
」

け
る
課
程
」
を
「
学
科
」
に
、
「

う
。
）
」
を
「
学
生
」
に
改
め
、

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

以
上
六
月
以
内
）
」
及
び
「
（
研

一
号
中
「
（
研
究
科
の
学
生
に
あ

に
あ
つ
て
は
、
二
年
）
」
を
削
る

。
た
だ
し
、
休
学
期
間
は
、
こ
れ

め
、
同
条
第
一
項
中
「
本
科
の
履

め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ

で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
成

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、

入
校
者
で
養
成
課
程
の
課
程
を
修

同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条

に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

四

究つ。 に修う績 改同め第



別３

に
、

「
別別

に

」２

山 口 県

別
「に

、
「

報

は第第別

表
別

記
第
一
号
様
式
の
添
付
書
類
に
次

書
明
証

業
卒

の
校

学
終

最
卒

は
又

「

目
科

修
履

」
を
「

目
科

業
授

」

数
時

業
授

」
に
改
め
る

表
第
三
及
び
別
表
第
四
を
削
る
。

記
第
一
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

に
改
め
、
「部

」
を
削
り
、
同
様

書
査

調
の

校
学

終
最

用
肉

の
書
査

調

表
第
二
の
１
の
表
中
「

目
科

修
履

数
時

業
授

」
に
改
め

「

目
科

修
履

」
を
「

目
科

業
授

」

数
時

業
授

」
に
改
め

科
学

芸
園

菜
野

別
の

科
学

科
学

産
畜

農
酪

樹
果

き
花

た
だ
し
、
寮
に
居
住
し
な
い
こ
と

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
章
を
削
る
。

「
第
四
章

雑
則
」
を
削
る
。

二
十
五
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る

表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
第

）
係

関
条

２
第

の
よ
う
に
加
え
る
。

書
明
証

込
見
業

に
、
「

数
間

時
修

履

。」
に
改
め
、
「

の
程

課
成

養

」

式
の
添
付
書
類
２
を
次
の
よ
う

で
が

と
こ

る
け

受
を

付
交

ー
コ

営
経

牛

合
場

い
な

き

ス

」
を
「

目
科

業
授

」
に
、
「

履

、
別
表
第
二
の
２
の

の
表
中

園

に
、
「

数
間

時
修

履

、
別
表
第
二
の
２
の

の
表
中

畜

コ
営

経

ス
ー

コ
営

経

攻
専

コ
営

経

ス
ー

コ
営

経

ス
ー

ス
ー

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由

。

」
を

を
削
り
、
「

に
科

」
を
「

科
学

に
改
め
る
。

明
証

績
成
、
は
て

つ
あ

に

数
間

時
修

）
書

」
を

「

部
芸

」
を
「

科
学

芸
園

」

」
を

「

部
産

」
を
「

科
学

産
畜

」

総
員

定
学

入

員
定

の
生

学

員
定

人
人

人
人

が
あ
る
と
校
長
が
認
め
る
と
き

第
一
条
中
「
山
口
県
農
業
試

行
う
」
に
改
め
、
「
の
依
頼
」

山
口
県
規
則
第
三
十
五
号

山
口
県
農
業
試
験
場
分

山
口
県
農
業
試
験
場
分
析
依

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

山
口
県
土
壌
等
分
析
規

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現

の
園
芸
部
の
野
菜
経
営
コ
ー

農
経
営
コ
ー
ス
若
し
く
は
肉

県
立
農
業
大
学
校
規
則
別
表

な
る
も
の
と
す
る
。

山
口
県
農
業
試
験
場
分
析
依

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

別
記
第
四
号
様
式
及
び
別
記

科
学

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「
養
成

別
記
第
七
号
様
式
及
び
別
記

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九

（
経
過
措
置
）

別
記
第
二
号
様
式
中
「殿

」

別
記
第
三
号
様
式
中
「殿

」

「

業
職

「

柄
続
の
と
人
本

験
場
へ
の
」
を
「
山
口
県
農
林
総

を
削
る
。

山
口

析
依
頼
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

頼
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県

。則 に
改
正
前
の
山
口
県
立
農
業
大
学

ス
、
花
き
経
営
コ
ー
ス
若
し
く
は

用
牛
経
営
コ
ー
ス
に
在
学
し
て
い

第
一
に
規
定
す
る
園
芸
学
科
又
は

頼
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
五
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

」

課
程
」
及
び
「
科
」
を
削
り
、
「

第
八
号
様
式
を
削
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

を
「様

」
に
改
め
、
「

業
職

」
を

を
「様

」
に
、

柄
続

の
と
人

本

合
技
術
セ
ン
タ
ー
が
依
頼
を
受
け

県
知
事

二

井

関

成

規
則

規
則
第
八
十
五
号
の
二
）
の
一
部

校
規
則
別
表
第
一
に
規
定
す
る
本

果
樹
経
営
コ
ー
ス
又
は
畜
産
部
の

る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
山

畜
産
学
科
の
相
当
の
専
攻
の
学
生

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

に
、
「

部
科

」
を
「

部
」
を
「
学
科
」
に
改
め
る
。

削
る
。

」
を

」
に
改
め
る
。

て を 科酪口と



山
よ
う本別

「

山 口

こ山
山

県 報

第別

則

様

」別

試
業

百
る

第
（
以

項
中第

分
析

２
た第

山
口
県
主
要
農
作
物
原
種
表
示

口
県
主
要
農
作
物
原
種
表
示
規
則

に
改
正
す
る
。

則
中
「
山
口
県
原
種
農
場
長
」
を

記
様
式
中
「

ム
ラ

グ
ロ
キ

ロ
キ

４

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

口
県
主
要
農
作
物
原
種
表
示
規
則

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

口
県
規
則
第
三
十
六
号

五
条
を
削
る
。

記
第
一
号
様
式
中
「

業
農

県
口

山

」
に
、
「

分
場

験
試

業
農

県
口

山

に
、
「

り
よ

に
定

規

」
を
「

定
規

記
第
二
号
様
式
中
「

）
率

分

第
試

農

」
を
削
り
、
「

長
場

験

依
に

場
本

」
を
「

合
総

林
農

県
口

山

附

則

二
条
第
一
項
中
「
（
以
下
「
依

下
「
場
長
」
を
「
山
口
県
農
林
総

「
場
長
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る

三
条
中
「
場
長
は
、
場
務
そ
の
他

依
頼
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

者
に
対
し
て
通
知
す
る
。

四
条
中
「
場
長
」
を
「
所
長
」
に

」

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
規
則

「
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン

ム
ラ

グ

」
を

に
、

日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

山
口
県
知

殿
長

場
験

試

」
を
「

則
規

頼
依

析

農
県

口
山

」
を
「

供
、

り
よ

に

の
い

た
け

受

て
え

添
を

品
試

」

号
」
を
「

た
れ

さ
頼

号
第

」
を
「

ン
セ

術
技

を
頼

依
で

け
付長

所
ー

タ

」
に
改
め

頼
者
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、

合
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
（
以
下

。の
都
合
に
よ
り
」
を
「
所
長
は

お
い
て
、
」
に
改
め
、
同
条
に

は
、
所
長
は
、
直
ち
に
そ
の
旨

、
「
依
頼
者
」
を
「
当
該
分
析

第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

タ
ー
所
長
」
に
改
め
る
。

こ
に
公
布
す
る
。

事

二

井

関

成 所
ー
タ

ン
セ

術
技

合
総

林

分
等

壌
土

県
口

山
、

で

長規
析

に
改
め
る
。

」
に
改
め
、
「

た
け

受

す
対
に
品

原

」
に
、
「

農
県
口

山

る
。 「

山
口
県
農
業
試
験
場
の
長

「
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二

、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
一
項
を
加
え
る
。

を
当
該
分
析
依
頼
書
を
提
出
し

を
依
頼
し
た
者
」
に
改
め
る
。

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
市
町
村
」
を
「

県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
規
則
第
三
十
八
号

県
営
土
地
改
良
事
業
分

県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金

山
口
県
規
則
第
三
十
七
号

山
口
県
花
き
振
興
セ
ン

山
口
県
花
き
振
興
セ
ン
タ
ー

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

山
口
県
花
き
振
興
セ
ン
タ
ー

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

「

口
山

員
査

審

原
県

口
山

「

員
査

審

総
林

農
県

口
山

市
町
」
に
改
め
る
。

徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

山
口

担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部

徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十

山
口

タ
ー
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

規
則
（
平
成
十
八
年
山
口
県
規
則

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に

長
場

農
種

原
県

産
場

農
種

産
ー

タ
ン

セ
術

技
合

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

県
知
事

二

井

関

成

を
改
正
す
る
規
則

五
年
山
口
県
規
則
第
十
二
号
）
の

県
知
事

二

井

関

成

第
三
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

」

公
布
す
る
。

」
をに

改
め
る
。

六

。一



山
は
、 山

山

山 口 県

山
九
号第一第こ

報

山
布
す

山
第

事
務別こ

一
日

口
県
畜
産
試
験
場
乳
用
牛
等
育

廃
止
す
る
。

口
県
畜
産
試
験
場
乳
用
牛
等
育
成

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

口
県
規
則
第
四
十
号

山
口
県
畜
産
試
験
場
乳
用
牛
等

山
口
県
農
林
水
産
業
施
設
災
害

口
県
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

十
九
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改

農
地
、
農
業
用
施
設
又
は
林
業

十
九
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

口
県
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧

る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

口
県
規
則
第
三
十
九
号

九
条
中
「
（
当
該
地
域
が
大
島
郡

所
長
）
」
を
削
る
。

記
第
二
号
様
式
中
「

名
村

町
市

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

か
ら
施
行
す
る
。

成
管
理
施
設
規
則
（
平
成
十
三
年

管
理
施
設
規
則
を
廃
止
す
る
規

山
口
県
知

育
成
管
理
施
設
規
則
を
廃
止
す

復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
則
の

事
業
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和

る
。

め
る
。

用
施
設
に
係
る
も
の

農
林
事

号
を
第
二
号
と
す
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

事
業
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部

山
口
県
知

の
区
域
内
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

」
を
「

名
町

市

」
に
改
め
る

す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
改

山
口
県
規
則
第
三
十
三
号
）

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

る
規
則

一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
十
八
年
山
口
県
規
則
第
六
十

務
所

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

事

二

井

関

成

て
は
、
山
口
県
大
島
農
地
建
設

。正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月

山
口
県
規
則
第
四
十
一
号

山
口
県
林
業
指
導
セ
ン

山
口
県
林
業
指
導
セ
ン
タ
ー

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

山
口
県
林
業
指
導
セ
ン
タ
ー

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

タ
ー
研
修
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

研
修
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
山
口

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

研
修
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ

山
口

県
規
則
第
三
十
号
）
は
、
廃
止

こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

す



平
成
十

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
印
刷

九
年
三
月
三
十
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


